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※しらかば町内会…平成26年２月11日に、本町（達布）町内会と曙滝下町内会が

合併してできた町内会です。

● 補助対象者
①空き家の所有者　②空き家の所有者から解体・撤去の委託を受けた方

※いずれも町税等を滞納していない方に限ります。

町　内　会　長

藤田　　貢広富山口　弘幸富里石黒　辰二本町工藤　雄壽臼谷１

濱野　修二港町１山本　昭夫沖内島田　國守末広町山田　　徹臼谷２

横田　達男港町２原田　光裕平和太田　良彦中央町（小平）瀬川　健司臼谷３

古枝　徳平港町３丸岡　榮治寧楽西埜　克明真砂町片桐　明夫臼谷４

吉田　興悦田代村山　正弘住吉長山　敏男高砂町２山口　孝男旭町

堺田　清治元浜三口　宜伸稲穂町森田　秀昭大椴斉藤　　晃旭町１

堺田　直三千松尊田　克己中央町（達布）佐々木隆広本郷藤田　壽男旭町３

高浜　重義豊浜中井　森男栄町青山　雅見桑園平山　　豊新町

曽我部　健しらかば浅野　保隆折真布小松　伸弘新町２

連合町内会長

工藤　雄壽臼谷地区

藤田　壽男小平地区

佐々木隆広本郷地区

福澤　和雄寧楽・住吉地区

尊田　克己達布地区

古枝　徳平鬼鹿地区

● 対象となる建物
　この補助事業の対象となる「空き家」とは、町内にある居住していない住宅、もしくは、今後住む予定がな

くなる住宅です。

● 補助対象経費
　解体撤去業者による空き家の解体及び撤去に要した経費（消費税及び地方消費税の額を除き50万円以上の

もの）で、家財道具の処分経費は除きます。

● 補助金の額
　町内業者を利用した場合は補助対象経費に100分の30を乗じて得た額、町外業者を利用した場合は補助対

象経費に100分の20を乗じて得た額。（上限 60万円）

● 申請書類
①補助金交付申請書　②空き家の位置図・現況写真　③空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書

④登記事項証明書または固定資産税課税台帳記載事項の証明書　⑤納税証明書

⑥委任を受けた方が申請する場合は、所有者の委任状

※必要に応じて、上記の他に書類等の提出をお願いする場合があります。

　◎問い合わせ先　企画振興課企画振興係（内線 208）　

　この４月から、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、空き家の解体及び撤去に係る費用の一

部を補助する「空き家等解体撤去事業補助金」制度が始まります。空き家の「解体・撤去」にお困りの方は、

制度の活用をご検討ください。
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臼谷・小平方面 本郷・平和・寧楽方面

鬼鹿・臼谷・小平方面お帰り時刻　１４：３０ 本郷・平和・寧楽方面お帰り時刻　１５：３０

ゆったりかんバス送迎運行表 ４月の無料送迎バス運行日は
７日・１４日・２１日・２８日［月曜日］ゆったりかんバス送迎運行表

鬼鹿方面
時 刻停 留 所

 9：55鬼 鹿 小 学 校 前

 9：58鬼 鹿 郵 便 局 前

10：00ローソン鬼鹿前

10：05第1広富バス停

10：20ゆったりかん着

時 刻停 留 所

10：35臼 谷 寿 の 家 前

10：38小 平 商 工 会 前

10：40湯 田 宅 車 庫 前

10：42小 平 小 学 校 前

10：45ゆったりかん着

時 刻停 留 所時 刻停 留 所

11：25小平新興団地入口11：10旧寧楽小学校前

11：26除雪センター前11：15平 和 共 栄 橋 前

11：30ゆったりかん着11：16富里ライスセンター前

11：20旧本郷小学校前

空き家の解空き家の解体体・・撤去にお困りではありませんか撤去にお困りではありませんか？？

平平成成２２６６年 町内会長名年 町内会長名簿簿


